
  意見書案第６号 

 

 

学校給食の無償化を求める意見書の提出について 

 

 別紙、意見書を関係方面に提出されたく、会議規則第１３条第１項の規定により提出す

る。 
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学校給食の無償化を求める意見書（案） 

 

 学校給食法第２条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通じた食育が  

行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。  

 義務教育は、これを無償とすると定めた日本国憲法第２６条第２項や教育基本法第５条 

第４項により、授業料を徴収しないこととされている。当初は自己負担が求められていた  

教科書についても、教科書無償措置法等により無償化された。食育という教育を行うのに  

必要不可欠である学校給食費についても、義務教育段階においては教科書と同様に無償化  

することが必要である。物価高などにより経済的に苦しい状況にある保護者も多く、現在  

こそ無償化が切に求められる状況である。  

 よって、国におかれては、地方自治体への支援も含め、学校給食無償化を迅速に実施す  

るよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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財務大臣 
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内閣府特命担当大臣（こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画 共生・共助） 

 

 

 


